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１ 現在施行中箇所以外の対策が必要と把握している箇所 

箇所番号 箇所名 所在地 実施内容
115000211 中山五月台（５） 宝塚市中山五月台６丁目 詳細設計  

＜位置図＞ 

 



   

２ 今後の整備予定 

土砂災害警戒区域（Y 区域）に指定された市所有斜面地において適切な維持管理を

図るため、令和 4 年度から定期的に斜面地の変状の有無などについて点検調査を行

い、点検調査の結果に基づき対策工事等の要否を判断します。 

本資料提出時点において、上記１に示す箇所以外の整備予定はありません。 

 


